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衆
議
院
議
員
中
川
秀
�
君
提
出
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
百
四
条

に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
中
川
秀
�
君
提
出
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
百

四
条
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
一
）
に
つ
い
て

「
平
成
二
十
年
度
を
含
む
三
年
以
内
」
と
は
、
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
の
期
間
を
指
す
も
の
と
考
え
て
い
る
。

一
の
（
二
）
に
つ
い
て

「
安
心
実
現
の
た
め
の
緊
急
総
合
対
策
」
（
平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日
「
安
心
実
現
の
た
め
の
緊
急
総
合
対
策
」
に
関

す
る
政
府
・
与
党
会
議
、
経
済
対
策
閣
僚
会
議
合
同
会
議
決
定
）
を
始
め
と
し
て
、
政
府
が
経
済
状
況
を
好
転
さ
せ
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
平
成
二
十
年
度
を
含
む
三
年
以
内
に
実
施
す
る
経
済
対
策
等
の
取
組
を
指
す
も
の
と
考
え
て
い
る
。

一
の
（
三
）
か
ら
（
六
）
ま
で
に
つ
い
て

「
経
済
状
況
を
好
転
さ
せ
る
こ
と
を
前
提
」
と
は
、
景
気
回
復
に
向
け
た
集
中
的
な
取
組
に
よ
り
、
種
々
の
経
済
指
標
を

考
慮
し
た
上
で
、
総
合
的
に
判
断
し
て
、
消
費
税
を
含
む
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
実
施
で
き
る
状
況
と
す
る
こ
と
を
指
す

も
の
と
考
え
て
い
る
。

デ
フ
レ
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
は
、
「
新
成
長
戦
略
」
（
平
成
二
十
二
年
六
月
十
八
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
二

一



〇
一
一
年
度
中
に
は
消
費
者
物
価
上
昇
率
を
プ
ラ
ス
に
す
る
と
と
も
に
、
速
や
か
に
安
定
的
な
物
価
上
昇
を
実
現
し
、
デ
フ

レ
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
」
こ
と
と
し
て
い
る
。

一
の
（
七
）
に
つ
い
て

「
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
は
、
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
に
消
費
税

を
含
む
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
の
具
体
的
な
内
容
を
定
め
る
法
案
を
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
政
府
に
義
務
付
け
て
い
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
（
一
）
に
つ
い
て

経
済
が
悪
化
し
て
い
る
状
況
か
ら
持
ち
直
し
、
改
善
し
て
い
く
過
程
の
状
況
を
指
す
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
（
二
）
に
つ
い
て

我
が
国
内
で
は
な
く
、
国
際
的
な
経
済
の
情
勢
を
指
す
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
（
三
）
に
つ
い
て

通
常
想
定
し
難
い
ほ
ど
の
急
激
か
つ
大
幅
な
経
済
の
落
ち
込
み
が
あ
っ
た
場
合
に
、
改
革
の
施
行
を
一
定
期
間
留
保
す
る

と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

二



二
の
（
四
）
及
び
（
五
）
に
つ
い
て

簡
素
で
効
率
的
な
政
府
の
実
現
に
向
け
て
、
よ
り
一
層
の
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
を
指
す
も
の
と
考
え
て
い
る
。
政
府
と

し
て
は
、
行
政
刷
新
会
議
に
お
い
て
実
施
し
た
事
業
仕
分
け
や
そ
の
結
果
等
を
踏
ま
え
た
独
立
行
政
法
人
や
公
益
法
人
の
改

革
な
ど
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


